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ホームアンテナ FT に係る通信回線利用等に関する規約 
 

ソフトバンク株式会社 
 

第 1 章 総則 
 

第 1 条（規約の適用） 

本規約は、ソフトバンク株式会社（以下「当社」といいます。）が、利用契約（次

条第 6 項に定めます。）に基づきフェムトセル小型基地局（次条第 1 項に定めます。）

を設置するにあたり、フェムトセル小型基地局のために利用される BB サービス

（次条第 5 項に定めます。）の契約者（以下「BB 回線契約者」といいます。）に遵

守していただく事項等について定めます。 

2 当社は、Web サイトに変更後の本規約を予め掲載し、公表することにより本規

約を変更することがあります。その場合には、BB 回線契約者に遵守していただ

く事項等については変更後の規約によるものとします。 
 

第 2 条（定義） 

「フェムトセル小型基地局」とは、3G 通信サービス（第 4 項で定義）における電

波状況改善を目的とした小型無線局をいいます。 

2 「フェムトセル機器等」とは、フェムトセル小型基地局を構成する「フェムト

セル機器」（フェムトセル小型基地局の主たる部分を構成する装置であって、電

波を発する機能を有するものをいいます。）、「ソフトバンクモバイル事業利用回

線の ADSL 重畳に係る規約」における「専用 ADSL サービス」にて提供される

接続機器及びその接続に係る LAN ケーブル等をいいます。 

3 「本契約」とは、BB 回線契約者が本規約に同意することによって成立する契約

をいいます。 

4 「3G 通信サービス」とは、3G 通信網（第 8 項で定義）を使用して行う電気通

信サービスであって当社が提供するもの及び特定役務提供事業者(SB パートナ

ーズ株式会社)が当社の 3G 通信網を使用して提供するものをいいます。 

5 「BB サービス」とは、当社が推奨する別表記載の推奨ブロードバンド回線事業

者、セッション追加 A 型事業者、セッション追加 B 型事業者、またはこれら以

外のブロードバンド事業者・ISP 事業者が提供する、フェムトセル小型基地局の

運用が可能なブロードバンド回線サービスをいいます。 

6 「利用契約」とは、BB 回線契約者の BB サービスを利用するフェムトセル小型

基地局の設置に関する当社と利用契約者間の契約をいいます。 

7 「回線終端装置」とは、BB サービスを提供するブロードバンド事業者が BB サ

ービス契約に基づき契約者回線の終端場所に設置する装置をいいます。 

8 「3G 通信網」とは、DS-CDMA 方式により符号、音響又は影像の伝送交換を行

うための電気通信回線設備（送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路

設備及びこれと一体して設置される交換設備並びにこれらの付属設備をいいま

す）。 
 

第 3 条（届出内容の変更） 

BB 回線契約者は、当社に届け出た事項に変更がある場合は、速やかに当社へその

旨を通知しなければならないものとします。なお、BB 回線契約者が利用契約の契

約者と同一人でない場合、BB 回線契約者は、速やかに利用契約の契約者に通知し、

当該契約者から当社へその旨を通知させるものとします。 

2 当社は、当社が必要と判断した場合には、前項に定める変更内容を証する書類

の提示を求めることができるものとします。 

3 本条第 1 項に定める変更の届出等が行われなかったことにより、BB 回線契約者

に生じた不利益は全て BB 回線契約者の負担とし、かかる事由により当社に損害

が生じた場合には、BB 回線契約者がこれを賠償するものとします。 
 

第 2 章 BB 回線契約者の責務等 
 

第 4 条（同意事項） 

BB 回線契約者は、フェムトセル小型基地局の設置にあたり、当社及び BB サービ

スを提供するブロードバンド事業者に対して、次の各号に定める事項に同意する

ものとします。 

(1) BB サービスの敷設場所の環境によっては、フェムトセル機器等を接続する

ことにより、パソコンでのインターネット等におけるデータ通信に遅延が生

じる場合があること 

(2) BBサービスの回線に接続されたフェムトセル小型基地局経由での3G通信サ

ービスの利用について、不特定の第三者の 3G 通信サービスの回線に利用さ

れる可能性があること 

(3) 第 6 条の禁止事項について事前に同意すること 

(4) BB サービスの移転、解約、休止、提供対象外サービスへのサービス変更及

び BB サービスに係る契約の譲渡、承継等が行われた場合、本契約が解除さ

れること 

(5) BB サービスが定額制サービスでない場合、フェムトセル小型基地局の通信

についても通信量に加算され、ブロードバンド事業者からの費用請求の対象

となる場合があること 

(6) BB サービスにてフェムトセル小型基地局利用の為に必要となる通信速度を

満たしている場合においても、パケットロスや遅延等により 3G 通信サービ

スの品質が保てないと当社が判断した場合には当社は本契約を解除する場合

があること 

(7) フェムトセル小型基地局の設置を目的として、BB サービス（回線設置に必

要な回線終端装置を含みます。）を当社が無償で利用させていただくこと 

(8) ブロードバンド事業者間協議により、第 1 号から第 7 号までの内容が追加・

変更となる場合があること 

(9) BB サービスにてフェムトセル小型基地局利用の為に BB サービスの回線終

端装置またはルーター等の機器に設定の変更が必要な場合、必要な設定を行

いフェムトセル小型基地局が利用可能な設定を維持すること 

(10) フェムトセル小型基地局の提供にあたり、回線終端装置のイーサネットポ

ートのうち一つをフェムトセル機器接続用として使用すること 

2 BB サービスが、当社が別表において推奨する ADSL サービス（以下「推奨 ADSL

サービス」といいます。）の場合、本条第 1 項に加え BB 回線契約者は、フェム

トセル小型基地局の設置にあたり、当社に対して、次の各号に定める事項に同

意するものとします。 

(1) BB サービスの回線終端装置がフェムトセル小型基地局の設置に必要な技術

基準を満たす回線終端装置に交換される場合があること 

(2) 当社が、フェムトセル小型基地局の設置及び運用を目的として、対象となる

BB サービスの契約情報（BB サービスの契約者名義、契約住所、カスタマー

ID、回線番号、050 番号）を利用すること 

(3)（削除） 

 (4) 利用契約の契約者から問い合わせがあった場合、フェムトセル小型基地局の

設置及び運用管理に必要な範囲で、BB 回線契約者の契約情報（BB サービス

への加入状況、契約住所に係る情報、障害情報等）を利用契約の契約者に開

示する場合があること 

3 BB サービスが、当社が別表に定める推奨光サービス回線の場合、本条第 1 項に

加え BB 回線契約者は、フェムトセル小型基地局の設置にあたり、当社及び推

奨ブロードバンド回線事業者に対して、次の各号に定める事項に同意するもの

とします。 

 (1) 「フレッツサービスに係る回線終端へのフェムトセル小型基地局等の接続に

関する同意書」において BB 回線契約者が当該推奨ブロードバンド回線事業

者に対して同意する事項 

 (2) 当社が当該BBサービスに重畳して推奨ブロードバンド回線事業者が提供す

るセッション・プラス相当サービスを追加及び利用すること並びにそれに伴

い BB 回線契約者が利用できるセッション・プラスの最大利用可能数、利用

可能セッションに係る契約者の利用条件に変動が生じる場合があること 

 (3) フェムトセル小型基地局利用の為、お客さまが当該 BB サービス（光ネクス

トの場合）のフレッツナンバー通知設定を「通知」に設定すること及びそれ

に伴い当社以外の接続相手にもフレッツナンバーが通知されること 

 (4) BB サービスに係る契約者情報（推奨ブロードバンド回線事業者が当社から

当該 BB サービスに係る回線の終端へのフェムトセル小型基地局の接続に関

する申込みを受付ける際に、当社から提示される当該申込みに係る BB サー

ビス契約者情報（回線 ID、契約者名、回線設置場所住所等を含みます。）と

BB サービスに係る顧客システムに登録された推奨ブロードバンド回線事業

者が所有する契約者情報を照合した結果、当該申込み内容に係る申込み確認

文書に記載された情報（回線 ID、契約者名、回線設置場所住所等を含みます。）

並びに当該フレッツサービスに係る回線の異動内容（移転、廃止、契約解除、

品目変更、サービスメニュー変更、譲渡、承継等を含みます。）に係る情報（回

線 ID、異動（予定）年月日、異動注文種別（新規、変更、取消等）等を含み

ます。）等をいいます。）を推奨ブロードバンド回線事業者が当社へ提供する

場合があること 

 (5) 第 1 号における推奨ブロードバンド回線事業者に対する同意事項について

BB 回線契約者が同意した旨、当社が BB 回線契約者に代行して推奨ブロード

バンド回線事業者に通知すること 

4 BB サービスが、セッション追加 A 型事業者が提供する BB サービスの場合、本

条第 1 項に加え BB 回線契約者は、フェムトセル小型基地局の設置にあたり、

当社及び当該セッション追加 A 型事業者に対して、次の各号に定める事項に同

意するものとします。 

(1) 中部テレコミュニケーション株式会社が提供する BB サービスの場合、「コ

ミュファ光サービスに係わる回線終端へのフェムトセル小型基地局等の接続

に関する同意書」において BB 回線契約者が当該セッション追加 A 型事業者

に対して同意する事項 

(2) 株式会社 STNet が提供する BB サービスの場合、「ピカラ光ネットサービス

に係る回線終端へのフェムトセル小型基地局等の接続に関する同意書」にお

いて BB 回線契約者が当該セッション追加 A 型事業者に対して同意する事項 

(3) 株式会社 QTnet が提供する BB サービスの場合、「BBIQ に係る回線終端への

フェムトセル機器等の接続に関する同意書」において BB 回線契約者が当該

セッション追加 A 型事業者に対して同意する事項 

(4) 当社が当該BBサービスに重畳して当該セッション追加A型事業者が提供す

るセッション追加サービスを追加及び利用すること 

5 BB サービスが、セッション追加 B 型事業者が提供する BB サービスの場合、本

条第 1 項に加え BB 回線契約者は、フェムトセル小型基地局の設置にあたり、

当社及び当該セッション追加 B 型事業者に対して、次の各号に定める事項に同

意するものとします。 

 (1) 「eo 光ネットに係わる回線の終端へのフェムトセル小型基地局などの接続に

関する同意について（対象：eo 光ネットのご契約者）」において BB 回線契約者

が当該セッション追加 B 型事業者に対して同意する事項 

 (2) 当社が当該 BB サービスに重畳して当該セッション追加 B 型事業者が提供す

るセッション追加サービスを追加及び利用すること 

 (3) 前号のセッション追加サービスを追加するにあたり、当社より当該セッショ

ン追加 B 型事業者に BB 回線契約者の契約情報（eo 光ネット契約者名、eo 光ネ

ット利用場所住所等）が開示され、当該セッション追加 B 型事業者より当社に

対し、BB 回線契約者の契約情報（セッション追加サービスの提供可否確認結果

及び提供不可理由等に係わる情報並びに当該 BB サービスの回線異動情報等）

が提供されること 

 (4) BB回線契約者は、フェムトセル小型基地局の設置にHUB等が必要な場合は、

用意すること 

 (5) フェムトセル機器接続専用ルーターに他の接続機器を接続しないこと 

 (6) 当社より提示する認証情報（フェムトセル認証 ID 及びパスワード）を第三者

へ開示しないこと 

6 セッション追加 A 型事業者、セッション追加 B 型事業者、またはこれら以外の
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ブロードバンド事業者・ISP 事業者がフェムトセル機器の接続を認めていない場

合、当社は本契約の申込みを受諾することができないことに同意すること 
 

第 5 条（BB 回線契約者の義務） 

BB 回線契約者は、自らの BB サービスの回線が接続されているフェムトセル小型

基地局に障害等が発生した場合、当社からの依頼に基づき当社と協力し障害復旧

に努めるものとします。 

2 BB 回線契約者は、フェムトセル機器等と接続する BB サービスに障害等が発生

した場合、速やかに利用契約の契約者に通知し、当該契約者から当社へその旨

通知させることとします。 

3 BB 回線契約者は、フェムトセル小型基地局を適切に運用する為、BB サービス

を適切に維持・管理することとします。 
 

第 6 条（禁止事項） 

BB 回線契約者は、次の各号に定める行為をしてはならないものとします。 

(1) フェムトセル機器等と BB サービスの回線との接続構成を、当社がフェムト

セル小型基地局経由の通信の品質劣化を伴うと判断する接続構成に変更する

こと 

(2) 当社の許可なく小型基地局を構成する装置の電源を長時間 OFF にすること、

及び当社の許可なくフェムトセル機器の電源 OFF/ON 等を行うこと 

(3) フェムトセル小型基地局の設置場所を変更すること 

(4) 有線電気通信法第 13 条が禁止する有線電気通信設備の損壊行為等を行うこ

と 

2 BB 回線契約者が、本条第 1 項各号に該当する行為を行った場合、電波法、その

他関係法令に基づき、罰則の対象となることがあります。 
 

第 3 章 責任範囲 
 

第 7 条（責任の範囲） 

当社及び BB サービスを提供するブロードバンド事業者は、フェムトセル小型基地

局経由での 3G 通信サービスの利用により生じた、BB サービスのデータ通信の遅

延等に起因する BB 回線契約者の損害について、責任を負わないものとします。 

2 当社は、前項のほか、本契約に起因して（フェムトセル機器等との接続に起因

する場合を含みます。）BB 回線契約者に生じた損害について、当社に故意または

重過失がある場合を除き、責任を負わないものとします。 

3 前項にかかわらず、BB 回線契約者と当社の間の本契約が消費者契約法に定める

消費者契約となる場合、当社は、当社の過失（重過失を除きます。）による債務不

履行責任または不法行為責任については、逸失利益その他の特別の事情によって

生じた損害を賠償する責任を負わず、通常生ずべき損害の範囲内で損害賠償責任

を負うものとします。 
 

 

第 4 章 費用負担等 
 

第 8 条（費用負担等） 

BB 回線契約者は、本契約に定める義務の履行については、無償で行っていただく

ものとし、名目や内容の如何を問わず、当社は BB 回線契約者に対して本契約に関

連する対価のお支払はいたしません。 

2 別途 HUB やルーター等の機器が必要となった場合、当該機器の設置にかかる費

用は、利用契約の契約者にて全てご負担いただくものとします。 
 

第 5 章 契約の終了等 
 

第 9 条（契約の解除、終了） 

BB 回線契約者は、本契約の解除を希望する場合、利用契約の契約者に連絡し、当

該契約者から当社所定の方法により本契約の解除を当社へ届け出るものとします。 

2 BB 回線契約者は、フェムトセル小型基地局に接続する BB サービスの契約解除

または契約住所の変更を行う場合、速やかに利用契約の契約者にその旨を通知

するものとします。 

3 BB 回線契約者が当社へ届出を行うことなく、BB サービスの契約解除または契

約住所の変更をした場合、当社は利用契約を解除できるものとします。 

4 利用契約が理由の如何を問わず終了した場合、本契約も当然に終了するものとし

ます。 
 

第 6 章 雑則 
 

第 10 条（権利義務の譲渡等） 

BB 回線契約者は、本契約上の権利または義務の全部または一部を第三者に譲渡し、

または担保に供してはならないものとします。 
 

第 11 条（パーソナルデータの取り扱い） 

 当社は、お客さまのパーソナルデータを「プライバシーポリシー」に定めるとこ

ろにより、その目的の遂行に必要な範囲において取り扱うこととします。 

第 12 条（準拠法） 

本契約に関する準拠法は、日本法とします。 
 

第 13 条（合意管轄） 

本契約に関する一切の紛争については、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を

もって第一審の専属的合意管轄裁判所とします。 
 

（2010 年 5 月 10 日制定） 

（2010 年 5 月 20 日改定） 

（2010 年 7 月１日改定） 

（2010 年 10 月 27 日改定） 

（2010 年 12 月 20 日改定） 

（2011 年 3 月 1 日改定） 

（2011 年 3 月 15 日改定） 

（2011 年 6 月 27 日改定） 

（2011 年 12 月 13 日改定） 

（2012 年 10 月 24 日改定） 

（2013 年 1 月 30 日改定） 

（2013 年 3 月 13 日改定） 

（2013 年 7 月 10 日改定） 

（2013 年 11 月 13 日改定） 

（2014 年 3 月 13 日改定） 

（2014 年 7 月 24 日改定） 

（2014 年 10 月 15 日改定） 

（2015 年 2 月 3 日改定） 

（2015 年 4 月 1 日改定） 

（2015 年 7 月 1 日改定） 

（2016 年 12 月 2 日改定） 

（2017 年 12 月 6 日改定） 

（2019 年 2 月 4 日改定） 

（2021 年 11 月 1 日改定） 

（2022 年 4 月 12 日改定） 

（2023 年 4 月 18 日改定） 
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別表 

 

推奨光回線事業者（第 2 条第 5 項） 

 事業者名 

推奨光回線事業者 

西日本電信電話株式会社 

東日本電信電話株式会社 

光コラボレーションモデル事業者（西

日本電信電話株式会社または東日本

電信電話株式会社から、2014 年 10 月

16 日付けで報道発表された「光コラボ

レーションモデル」に係る個別契約を

締結し、当該電気通信サービス卸を利

用した電気通信サービス（以下「光コ

ラボレーションモデル」といいます。）

を提供する電気通信事業者をいいま

す。） 

 

セッション追加 A 型事業者及びサービス（第 2 条第 5 項） 

事業者名 サービス名 サービスタイプ 

中部テレコミ

ュニケーショ

ン株式会社 

コミュファ光 

コミュファプラス 

コミュファ 

アクセスコミュファプラス 

アクセスコミュファ 

オールコミュファ・マンション 

ホーム 

マンション 

株 式 会 社

STNet 

ピカラ光ねっと 

ホーム（タイプⅠ)【100M プラン】 

ホーム（タイプⅡ）【100M プラン】 

ホーム（タイプⅠ）【1G プラン】 

ホーム（タイプⅡ）【1G プラン】 

マンション・オール光タイプ（1～

7 戸）【100M プラン】 

マンション・オール光タイプ（8～

15 戸）【100M プラン】 

マンション・オール光タイプ（16

戸以上）【100M プラン】 

マンション・オール光タイプ（1～

7 戸）【1G プラン】 

マンション・オール光タイプ（8～

15 戸）【1G プラン】 

マンション・オール光タイプ（16

戸以上）【1G プラン】 

ホーム（タイプⅠ）（北条・松前）

【100M プラン】 

ホーム（タイプⅡ）（北条・松前）

【100M プラン】 

ホーム（タイプⅠ）（北条・松前）

【1G プラン】 

ホーム（タイプ 2）（北条・松前）

（1G プラン） 

マンション・オール光タイプ（1～

7 戸）（北条・松前）【100M プラン】 

マンション・オール光タイプ（8～

15 戸）（北条・松前）【100M プラ

ン】 

マンション・オール光タイプ（16

戸以上）（北条・松前）【100M プ

ラン】 

マンション・オール光タイプ（1～

7 戸）（北条・松前）【1G プラン】 

マンション・オール光タイプ（8～

15 戸）（北条・松前）【1G プラン】 

マンション・オール光タイプ（16

戸以上）（北条・松前）【1G プラン】 

ホーム（東温）【1G プラン】 

ピカラ光らいと 
－ 

（北条・松前） 

ピカラ KCB 光ねっと 

ホーム（タイプⅠ）【100M プラン】 

ホーム（タイプⅡ）【100M プラン】 

ホーム（タイプⅠ）【1G プラン】 

ホーム（タイプⅡ）【1G プラン】 

マンション・オール光タイプ（1～
7 戸）【100M プラン】 

マンション・オール光タイプ（8～
15 戸）【100M プラン】 

マンション・オール光タイプ（16

戸以上）【100M プラン】 

マンション・オール光タイプ（1～
7 戸）【1G プラン】 

マンション・オール光タイプ（8～
15 戸）【1G プラン】 

マンション・オール光タイプ（16

戸以上）【1G プラン】 

 

 

 

 

事業者名 サービス名 サービスタイプ 

株 式 会 社

STNet 

ピカラ KCB 光らいと － 

ピカラキューテレビ光ねっ

と 

ホーム【100M プラン】 

ホーム【1G プラン】 

カラキューテレビ光ねっと 

マンション（1～7 戸）【100M プ
ラン】 

マンション（8～15 戸）【100M

プラン】 

マンション（16 戸以上）【100M

プラン】 

マンション（1～7 戸）【1G プラ
ン】 

マンション（8～15 戸）【1G プ
ラン】 

マンション（16 戸以上）【1G プ

ラン】 

ピカラキューテレビ光らい

と 
－ 

ピカラＩCK 光ねっと 

ホーム（タイプⅠ）【100M プラ

ン】 

ホーム（タイプⅠ）【1G プラン】 

マンション（1～7 戸） 

マンション（8～15 戸） 

マンション（16 戸以上） 

ピカラＩCK 光らいと － 

ピカラよさこい光ねっと 

ホーム（タイプⅠ）【100M プラ

ン】 

ホーム（タイプⅠ）【1G プラン】 

ピカラよさこい光らいと － 

ピカラ MCB 光ねっと 【100M プラン】【1G プラン】 

ピカラ MCB 光らいと － 

ピカラ KBC 光ねっと 【100M プラン】【1G プラン】 

ピカラ KBC 光らいと 
ホーム（タイプⅠ） 

マンション 

ピカラ石井CATV光ねっと 

ホーム（タイプⅠ）【100M プラ

ン】 

ホーム（タイプⅠ）【1G プラン】 

マンション（1～7 戸） 

マンション（8～15 戸） 

マンション（16 戸以上） 

ピカラ石井CATV光らいと 
ホーム（タイプⅠ） 

マンション 

ピカラエーアイ光ねっと 

ホーム（タイプⅠ）【100M プラ

ン】 

ホーム（タイプⅠ）【1G プラン】 

マンション（1～7 戸） 

マンション（8～15 戸） 

マンション（16 戸以上） 

ピカラエーアイ光らいと 
ホーム（タイプⅠ） 

マンション 

ピカラおえ光ねっと 【100M プラン】【1G プラン】 

ピカラおえ光らいと － 

ピカラテレビあなん光ねっ

と 

ホーム（タイプⅠ）【100M プラ

ン】 

ホーム（タイプⅠ）【1G プラン】 

マンション（1～7 戸） 

マンション（8～15 戸） 

マンション（16 戸以上） 

ピカラテレビあなん光らい

と 

ホーム（タイプⅠ） 

マンション 

ピカラ MＴC 光ねっと 【100M プラン】【1G プラン】 

ピカラ MＴC 光らいと － 

ピカラ UCAT 光ねっと 【100M プラン】【1G プラン】 

ピカラ CVC 光ねっと 

ホーム（タイプⅠ）【100M プラ

ン】 

ホーム（タイプⅠ）【1G プラン】 

マンション（1～7 戸）【100M プ
ラン】 

マンション（8～15 戸）【100M

プラン】 

マンション（16 戸以上）【100M

プラン】 
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マンション（1～7 戸）【1G プラ
ン】 

マンション（8～15 戸）【1G プ
ラン】 

マンション（16 戸以上）【1G プ

ラン】 

ピカラ CVC 光らいと － 

事業者名 サービス名 サービスタイプ 

株 式 会 社

STNet 

ピカラ西予光ねっと 【100M プラン】【1G プラン】 

ピカラゆすはら光ねっと 【100M プラン】 

ピカラ海部光ねっと 【100M プラン】 

ピカラ東かがわ光ねっと 【100M プラン】【1G プラン】 

ピカラ日高光ねっと 【100M プラン】【1G プラン】 

ピカラ中芸光ねっと 【100M プラン】【1G プラン】 

ピカラ香南光ねっと 【100M プラン】【1G プラン】 

ピカラ八西光ねっと 【100M プラン】【1G プラン】 

ピカラ swan 光ねっと 【1G プラン】 

ピカラ swan 光らいと － 

ピカラ東阿波光ねっと 【1G プラン】 

ピカラ東阿波光らいと － 

ピカラなか光ねっと 【1G プラン】 

ピカラ中土佐光ねっと 【1G プラン】 

ピカラ中土佐光らいと － 

株 式 会 社

QTnet 
BBIQ 

ホームタイプ 

マンションタイプ 

マンションタイプ[棟内 LAN 方

式] 

マンション[ダイレクト]タイプ 

オフィスタイプ 

※株式会社 QTnet は、2013 年 1 月 30 日より、セッション追加 A 型事業者へ変更

となりました。もっとも、2013 年 1 月 29 日以前に、株式会社 QTnet の BB サー

ビスを利用するフェムトセル小型基地局の設置に関する利用契約を当社と締結さ

れた契約者の方及び当社がホームアンテナ FT を提案した方につきましては、引き

続き従前通りの BB サービスの利用を前提とした利用契約となります。 

 

 

セッション追加 B 型事業者及びサービス（第 2 条第 5 項） 

事業者名 サービス名 サービスタイプ 

株式会社 

オプテージ 
eo 光ネット 

ホームタイプ 

メゾンタイプ 

マンションタイプ（プライベートプラ

ンを除く） 
 

推奨光サービス（第 4 条第 3 項） 

事業者名 サービス名 サービスタイプ 

東日本電信電

話株式会社 

フレッツ 光ネクスト 

ファミリータイプ 

ファミリー・ハイスピードタイプ 

マンションタイプ 

マンション・ハイスピードタイプ 

ギガファミリー・スマートタイプ 

ギガマンション・スマートタイプ 

ファミリー・ギガラインタイプ 

マンション・ギガラインタイプ 

B フレッツ 

ハイパーファミリータイプ 

マンションタイプ 

ニューファミリータイプ 

西日本電信電

話株式会社 
フレッツ 光ネクスト 

ファミリータイプ 

ファミリー・ハイスピードタイプ 

ファミリー・スーパーハイスピードタ

イプ 隼 

マンションタイプ 

マンション・ハイスピードタイプ 

マンション・スーパーハイスピードタ

イプ 隼 

光コラボレー

ションモデル

事業者 

光コラボレーショ

ンモデル 

（サービス名は、光

コラボレーション

モデル事業者ごと

に定められるもの

とします。） 

ファミリータイプ 

ファミリー・ハイスピードタイプ 

ファミリー・スーパーハイスピードタ

イプ 隼 

マンションタイプ 

マンション・ハイスピードタイプ 

マンション・スーパーハイスピードタ

イプ 隼 

ギガファミリー・スマートタイプ 

ギガマンション・スマートタイプ 

ファミリー・ギガラインタイプ 

マンション・ギガラインタイプ 
 

推奨 ADSL サービス（第 4 条第 2 項） 

サービス名 サービスタイプ 

Yahoo! BB ADSL 

通常タイプ 

電話加入権不要タイプ 

おとくラインタイプ 

Yahoo! BB ホワイトプラン 
通常タイプ 

電話加入権不要タイプ 

Yahoo! BB SOHO 
通常タイプ 

おとくラインタイプ 

SoftBank ブロードバンド ADSL 
通常タイプ 

電話加入権不要タイプ 

SoftBank ブロードバンドステッププ

ラン 

通常タイプ 

電話加入権不要タイプ 

 

 


